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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２９年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年１１月３日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市伊王
い お う

島西方沖 

 伊王島灯台から真方位２６１°７.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４１.７′ 東経１２９°３７.４′） 

インシデントの概要  漁船第八哲
てつ

丸は、北東進中、主機の運転ができなくなり、運航不能

となった。 

インシデント調査の経過  平成２８年１２月１日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（長崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八哲丸、１９トン 

 ＮＳ２－１０５４７（漁船登録番号）、有限会社柏木水産 

 ２４.３０ｍ×４.６２ｍ×１.８３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５５８kＷ、平成６年５月２４日 

 第２９２－３９７５４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

 一級小型船舶操縦士  

  免許登録日 平成２５年４月１９日 

  免許証交付日 平成２５年４月２２日 

         （平成３０年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時４０分ごろ、常用薄明開始時刻：０６時０８分ごろ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び甲板員２人が乗り組み、甲板員が操船し、水揚げ

の目的で、長崎市三重式
み え し き

見
み

港に向けて長崎市野母
の も

埼西南西方沖の漁場

を出発した。 

 本船は、主機を回転数毎分約１,２００にかけ、約１０ノットの対

地速力で伊王島西方沖を北東進中、平成２８年１１月３日０６時３０

分ごろ、突然、主機の潤滑油圧力低下警報装置が作動するとともに、

機関室から異音がしたので、操舵室後部で仮眠していた船長が主機の
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回転を下げて中立運転とした。 

 船長は、機関室へ確認に行ったところ、主機潤滑油の検油棒が外れ

て潤滑油が付近に飛び散っていたので、主機を停止して潤滑油の量を

点検したところ、正常値内にあるのを認めた。 

船長は、主機を始動しようとしたが、始動できなかったので、僚船

に救援を求めた。 

本船は、僚船にえい
．．

航されて三重式見港で水揚げを行った後、機関

整備業者が主機を点検したところ、１番シリンダのピストン及びシリ

ンダライナ並びに過給器タービン軸及び軸受の焼損等を生じていた。 

本船は、機関整備業者が主機を陸揚げして詳細に点検を行ったとこ

ろ、主機の潤滑油こし
．．

器がスラッジで目詰まりしていることが確認さ

れた。 

（付図１ インシデント発生経過概略図、写真１ 主機の潤滑油こし
．．

器エレメントの汚損状況、写真２ １番シリンダのピストンの焼損

状況、写真３ １番シリンダのシリンダライナの焼損状況、写真４ 

過給機タービン軸の焼損状況 参照） 

 その他の事項 

 

 主機は、本インシデント後に点検した際、潤滑油溜
た

まりにスラッジ

が多量に堆積していた。 

主機は、進水時から潤滑油溜まり内の清掃が行われていなかった。 

主機の潤滑油こし
．．

器は、ノッチワイヤ式（筒内に円筒形の金網製エ

レメントが内蔵されており、潤滑油が同エレメントを通過する際、ス

ラッジ等が濾
こ

される構造となっている。）であり、約３か月ごとに行

われる潤滑油の交換時期に合わせて分解及び清掃が乗組員によって行

われており、本インシデント発生前には、分解及び清掃が８月中旬に

行われていた。 

主機の潤滑油こし
．．

器の分解及び清掃は、機関取扱説明書によると、 

２００～２５０時間ごとに行うようになっていた。 

 主機の運転時間は、月平均約２７５時間であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、伊王島西方沖を北東進中、主機の潤滑油こし
．．

器が潤滑油溜

まりに堆積していたスラッジで目詰まりしたことから、潤滑油の供給

ができず、潤滑が阻害されて１番シリンダのピストン及びシリンダラ

イナの焼損等を生じ、主機の運転ができなくなり、運航不能となった

ものと考えられる。 

 主機の潤滑油こし
．．

器は、機関取扱説明書による２００～２５０時間

ごとの清掃時間を超えて使用されていたことから、スラッジで目詰ま

りしたものと考えられる。 
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原因  本インシデントは、日出前の薄明時、本船が、伊王島西方沖を北東

進中、主機の潤滑油こし
．．

器が潤滑油溜まりに堆積していたスラッジで

目詰まりしたため、潤滑油の供給ができず、潤滑が阻害されて１番シ

リンダのピストン及びシリンダライナの焼損等を生じ、主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の潤滑油こし
．．

器は、適切な時期に分解及び清掃を行うこと。 

・定期的に潤滑油溜まり内の清掃を行うこと。 
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 写真１ 主機の潤滑油こし
．．

器エレメントの汚損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ １番シリンダのピストンの焼損状況 
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写真３ １番シリンダのシリンダライナの焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 過給機タービン軸の焼損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


